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大飯３号機（４号機）化学体積制御設備配管改造工事の概要
１．工事目的
Ø 1次系配管の保全については、応⼒腐⾷割れ対策として、配管取替えを実施している。
Ø 応⼒腐⾷割れのうち酸素型応⼒腐⾷割れ（O2SCC）については、通常運転時に高温水が通水されている系
統に接続する閉塞分岐ライン（溶存酸素濃度が⽐較的⾼くなる可能性のある箇所）が該当し、対策として、
予防保全の観点から、耐腐⾷性に優れている材料（ＳＵＳ３０４→ＳＵＳ３１６）の配管に取替えるとと
もに、ソケット溶接部を突合せ溶接に取替える。

Ø なお、本工事は、新規制基準施工前に電事法に基づく認可を取得済（３号機︓平成24年3月1日、４号
機︓平成25年4月10日）で、再稼働等もあり延期されていたことから、今回改めて実施するものである。

２．工事概要
Ø 下記に示す部位において、耐腐食性に優れている材料（ＳＵＳ３０４→ＳＵＳ３１６）に取替えるととも
に、ソケット溶接部を突合わせ溶接に変更する。
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：枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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変更範囲
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⾮再⽣冷却器へ

３．変更概要
化学体積制御設備主配管

大飯３号機（４号機）化学体積制御設備配管改造工事の概要
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：枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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６．工事工程

3号機
2020年度 2021年度

7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
工事計画認可申請
材料⼿配・製作・検査
現地取替・検査

５．変更範囲が適用を受ける技術基準の条文
技術基準規則 理 由

（第五条）
地震による損傷の防止 変更を⾏う設備が、耐震性に影響がないことを確認する必要がある

（第十一条）
火災による損傷の防止 変更を⾏う設備が、⽕災による損傷の防⽌に係る設計に影響がないことを確認する必要がある

（第⼗七条）材料及び構造 変更を⾏う設備が、材料及び構造を有することを確認する必要がある

（第⼗⼋条）使⽤中の⻲裂等
による破壊の防止

変更を⾏う設備が、クラス１機器等の使⽤中の⻲裂等による破壊の防⽌を考慮した設計としていることを確認する必
要がある

大飯３号機（４号機）化学体積制御設備配管改造工事の概要

４号機
2020年度 2021年度 2022年度

7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月
工事計画認可申請
材料⼿配・製作・検査
現地取替・検査
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電気事業法附則（平成⼆四年六⽉⼆七⽇法律第四七号）第四十二条第一項※1には、経過措置として、現に電
事法にて工事計画の認可がされている場合は、炉規制法にて認可がされているものとみなす旨記載されている。
一方、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則附則（平成⼆五年六⽉⼆⼋⽇原⼦⼒規制委員会規則第

四号）第十五条※2の規定により、原⼦⼒保安省令の規定によってした⼿続については、新実用炉規則の相当の規定に
よりしたとみなす旨記載されている。

大飯３号機（４号機）化学体積制御設備配管改造工事の概要
７．申請⼿続きの整理
当該工事は、既に電気事業法の認可を得ているが、工事未着手であり、使用前検査は未実施である。その後に、新規

制基準が施⾏されたため、本⼯事計画について、新規制基準への適合性が未確認の状態である。そのため、今回取替える
化学体積制御設備主配管の基本設計方針を新規制基準ベースに照らして適合性を確認する必要がある。

そのため、今回の工事計画認可申請は、炉規制法における「新規の工事計画認可申請」ではなく、既工認認可内容から
の追加・変更箇所に対して変更を⾏う「⼯事計画変更認可申請」とする。なお、当該工事における手続きについては、大
飯発電所３号機および４号機 計装用電源改造工事と同様のステータス（③の前段階の②）であり、申請手続きも同
様の工事計画変更認可申請である。
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また、新規制基準施⾏時点のステータスを「①工事計画認可」、「②使用前検査申請」、「③使用前検査実施」、「④使
⽤前検査完了（供用中）」、「⑤新規制基準施⾏後の新規申請」の５つに分類した場合に、当該工事は③の前段階
の②であり、｢新規制施⾏に伴う⼿続き等について（平成25年6月19日）※3｣において、①〜③の段階については
（２）の手続きを、④の段階については（３）の手続きを、⑤の段階については（４）の手続きを必要とすることをそれぞ
れ規定したものと理解していることから、（２）の手続きが求められていないのではなく、①〜③段階のものであれば、その
後のステータスである（２）の手続きが必要であると考えられる。
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大飯３号機（４号機）化学体積制御設備配管改造工事の概要
※1（核原料物質、核燃料物質及び原⼦炉の規制に関す
る法律及び電気事業法の⼀部改正に伴う経過措置）
第四十二条 附則第⼀条第四号に掲げる規定の施⾏
の際現に旧電気事業法第四十七条第一項又は第二
項の規定により原⼦⼒発電⼯作物（旧電気事業法第
百六条第⼀項に規定する原⼦⼒発電⼯作物をいう。
以下同じ。）の⼯事について原⼦⼒発電⼯作物の設置
⼜は変更の⼯事の計画の認可がされている場合は、第
四号新規制法第四十三条の三の九第一項又は第二
項の規定により当該原⼦⼒発電⼯作物である発電⽤
原子炉施設（第四号新規制法第四十三条の三の五
第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。
以下同じ。）の工事について発電用原子炉施設の設置
⼜は変更の⼯事の計画の認可がされているものとみなす。

※2 第十五条 この規則の施⾏前に原⼦⼒保安省令の規
定によってした処分、⼿続その他の⾏為であって、新実用
炉規則又は新研開炉規則に相当の規定があるものは、
この附則に別段の定めがあるものを除き、新実用炉規則
又は新研開炉規則の相当の規定によってしたものとみな
す。
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※3 新規制施⾏に伴う⼿続き等について(平成25年6月19日 抜粋）
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大飯３号機（４号機）化学体積制御設備配管改造工事の概要

電
事
法

炉
規
制
法

新規制基準施⾏H25.7.8
▽

認可申請
H25.7.8
▽

既
設

認可
H29.8.25
▼

既
設

設備改造なし

新規制一括工事計画

化学体積
制御設備配管

認可申請
H24.2.13（3号機）
H25.1.25（4号機）

▽

認可
H24.3.1 （3号機）
H25.4.10（4号機）
▼

改
造

要目表他工事計画の記載の変
更はないため、⼯事計画変更認
可申請は発生しない。

改
造

みなし規定により、H24の電事法
工認の認可をもって、炉規制法に
おいても工事計画が認可されたと
みなされるが、新規制基準に適合
した記載とする必要がある（基本
設計方針、設置許可整合、耐震
評価、火災防護等）ため、工事
計画変更認可申請を⾏う。

既
設

今回

既工事計画

一括工事に含めないものにつ
いては、⼯認補⾜説明資料に
おいて、「今回の一体の工事
計画として手続きしないものに
ついては、別途、工事計画の
変更認可申請⼜は変更届出
の⼿続きを⾏う」旨を記載。

使用前
検査

使用前検査合格
H30.4.10（3号機）
H30.6.5  （4号機）

▼

＊︓炉規制法へのみなし規定
電事法にて工事計画の認可および使用前検査の申請
されている場合は、炉規制法にて工事計画の認可および
使用前検査の申請がされているものとみなす。

認可＊
H24.3.1 （3号機）
H25.4.10（4号機）

▼

• 安全対策工事を優先するため、改造については一
括工事に含めず、再稼動後の定検で実施すること
とした。

• このため、使用前検査については「検査工程未定」
で変更申請を実施。

• 工認については、工事⼯程の変更のみであるため、
変認や取下げは実施していない。

工事工程を⾒直し（再稼動後の定検で実施）
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